
別紙１－④

汚水 波崎1-1号幹線 空気弁・排泥弁箇所図



別紙１－⑤

保守点検の対象となるのは，以下の下水道マンホールです。
〇令和3年3月31日までに供用開始されているもの
〇神栖市下水道台帳に記載されているもの

※マンホールの詳細な位置については，契約後に通知します。



別紙１－⑥

雨水幹線排水路位置図



別紙１－⑥

雨水幹線排水路位置図



別紙１－⑥

雨水幹線排水路位置図


